
 

 

 

 

 

 

美術品補償制度 
（展覧会のために借り受けた美術品の損害に係る政府による補償制度） 
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・この申請要領（申請様式等を含む）は、必要に応じ、見直しを行う場合があります。申請に

当たり文化庁ホームページで最新の様式を御確認ください。 

・審査は、法律、政令、省令の他、「文化審議会美術品補償制度部会審査における確認事項（美

術品補償制度部会決定）」に基づいて行われます。当該確認事項は部会における審議により随

時更新されるため、申請にあたり文化庁ホームページで最新のものを御確認ください。 

・この申請要領において、単に法、政令、省令とある場合には下記を指します。 

法 ：展覧会における美術品損害の補償に関する法律（平成 23 年法律第 17 号） 

政令：展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令（平成 23 年政令 156 号） 

省令：展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則（平成 23 年文部科学省令第 23 号） 

ただし、別途用語の説明のある場合は、それによります。 
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